
 

 

 

沖高保発第７－８１号 

令和７年９月２２日 

高圧ガス関係事業所 各位 

＜高圧ガスバラ積み車両管理事業所＞ 

 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

                     会 長  上 地 啓 太 

（公 印 省 略） 

 

令和７年度高圧ガス配送車両自主点検の実施について 

（お願い） 

みだしの件につきまして、毎年１０月を沖縄県と共催にて『高圧ガス保安推

進月間』として各種活動を展開しております。 

つきましては、保安啓発活動の一環として高圧ガス配送車両自主点検を下記

日程にて実施下さいますようご協力をお願い申し上げます。 

尚、調書として、別紙「高圧ガス積載（バラ積み）車両点検票」（ＬＰガス

車両用（一般高圧ガス車両用）を活用下さい。 

記 

１． 実施期間 令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金） 

 

２.別紙 高圧ガスバラ積み配送車両点検指導調書 

（協会への報告は必要ありません） 

 

※１１月１日～３０日は危険物車両等一斉路上取締月間を予定しています。 

法令違反があった車両につきましては、１０月末までに改善を行うようご協

力お願いいたします。 

 

 

  お問合せ 

 （一社）沖縄県高圧ガス保安協会 担当 事務局 緑間・与那原 

      TEL０９８－８５８－９５６２ FAX ０９８－８５８－９５６４ 
      Ｅ-mail info@okinawakhk.or.jp 
 
 
 
 

毎年１０月は高圧ガス保安推進月間運動中です！

❕ 

mailto:info@okinawakhk.or.jp


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積載条件
点検項目

（良の場合は○、否の場合は×、無関係の場合は－を記入）
適・否

1 共通

（　　）車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げられていますか？

（　　）警戒標のサイズ（横：車幅の30％以上、縦：横寸法の20％以上、

　　　  または面積が600cm2）を有していますか？

（　　）文字は、「高圧ガス」で黒地に蛍光黄ですか？

適・否

可燃性ガス

又は酸素

（　　）赤旗　　　　（　　）赤色合図灯または懐中電灯・電池、

（　　）メガホン　　（　　）ロープ（長さ15m以上×2本以上）

（　　）漏洩検知液・石鹸水　　（　　）車輪止め（2個以上）

（　　）容器バルブ開閉ハンドル（ハンドルが装着されている場合を除く）

（　　）容器バルブグランドスパナ又はモンキレンチ

（　　）革手袋

適・否

毒性ガス

上記に加え、

（　　）保護具（空気呼吸器、防毒マスク、保護衣、保護手袋、保護靴）

（　　）防災キャップ　　　　（　　）布類（毛布等）・ポリエチレンシート等

（　　）バケツ

（　　）漏洩検知剤（石鹸水及び適用するガスに応じて 10％ｱﾝﾓﾆｱ水、5％塩酸）

（　　）消石灰（液化ガス 1000kg以上：40kg以上）（液化ガス 1000kg未満：20kg以上）

適・否

可燃性ガス

又は酸素

※消火剤は粉末

（　　）圧縮ガス15m３ 以下：B- 3 以上 × 1個以上

（　　）100m３ ≧ 圧縮ガス ＞ 15m３：B-10 以上×1個以上

（　　）圧縮ガス100m３を超える：B-10 以上×2個以上

（　　）液化ガス150kg以下：B- 3 以上 × 1個以上

（　　）1000kg≧液化ガス＞150kg：B-10 以上 × 1個以上

（　　）液化ガス1000kgを超える：B-10 以上 × 2個以上

適・否

毒性ガス
（　　）圧縮ガス100m３ 又は液化ガス 1000kg 以上：B－6×1個以上

（　　）圧縮ガス100m３ 又は液化ガス 1000kg 未満：B－3×1個以上
適・否

4

イエローカード

酸素・可燃性ガス

毒性ガス

（　　）携帯している。

（　　）裏面の緊急連絡先の名称、電話番号は最新の状態である。 適・否

ロープ掛け 共通

（　　）容器をロープ等により車両に固定するとともに、他の積載物の動揺による影響を受

けないようにしていますか？

（　　）ロープ固定しない場合、下記の条件をすべて満たしていますか？

     ①車両の側板の高さが容器の２／３以上

     ②木枠、角材等を使用して確実に固定

     ③容器後面と車両後面が３０ｃｍ以上離してある場合

（又は、補強バンパーSS400相当材を付けた場合）

適・否

荷台後方間隙 共通

（　　）容器後面と車両後面が３０ｃｍ離していない場合、下記の条件を満たしますか？

　　　①補強バンパーSS400相当材を設けた場合

　    ②容器後面と車両後部の側板との間に１０ｃｍ以上の緩衝材

　　（自動車用タイヤ、毛布、フェルト、シート等）を挟んである場合

適・否

圧縮ガス
（　　）圧縮ガス容器は、原則、横にして積んでいますか？

（　　）立積みにする場合は、ロープ等でしっかりと固定していますか？
適・否

アセチレン
（　　）立積み又は斜め積みにしていますか？

※珪酸カルシウムの多孔質物の容器は横積みでも良い。
適・否

液化ガス （　　）立積み又は斜め積みにしていますか？ 適・否

毒性ガス （　　）容器には、外面を保護するために容器間に木枠又はパッキンを施していますか？ 適・否

塩素
（　　）塩素の充てん容器と一緒にアセチレン、アンモニア、水素の充てん容器を積んでい

ませんか？
適・否

可燃性ガス

＆酸素

（　　）同一の車両に積載する場合、バルブが相互に向き合わないようにしていますか？

　　　　例１）底部と頭部を互い違いにして向き合わないようにする。

　　　　例２）容器の間に不燃性、難燃性の遮蔽物を設ける。

適・否

支燃性ガス

燃性ガス
（　　）動力用燃料等（ガソリン･軽油･メチルアルコール等）との混載はしていませんか？ 適・否

　　　　　　高圧ガス積載（バラ積み）車両点検票　　【一般則５０条】

【車両名/車両ナンバー】　　　　　　  　　　　　　　　　　【運転手】　　　　　　　 　 

【実施日】 令和７年１０月　日　　曜日　   　　　      　 【点検者】

点検項目

警戒標

2

3

5

防災工具

消火器

携行書面

積載方法
ガスの種

類

・状態

混載

イエロー
カード


